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「法人オンライントレードサービス利用規定（22 年 11 月 14 日以降申込）」改定のお知らせ 
 

 2026 年 2 月 16 日付で、「法人オンライントレードサービス利用規定（22 年 11 月 14 日以降申

込）」を改定いたしました。改定内容につきましては、下記の新旧対照表をご覧ください。 

 

記 

※ 下線部変更 
 
 

新 旧 
法人オンラインサービス利用規定 

（2022年 11月 14 日以降、お申込みのお客さま用） 

 
第１条～第３条（現行通り） 

 
（本サービスの利用の申込み） 
第４条 (現行通り) 
２(現行通り) 
３ 本サービスをお申込みいただいた後、当社が

当該お申込みを承諾した場合、当社から本サ

ービスのご利用にかかるパスワード（以下

「仮パスワード」といいます。）を、お客さま

あてに、当社所定の方法にて交付します。お

客さまは、仮パスワードを必ずお受取りいた

だき、変更したパスワードを当社に届け出る

ものとします。 

 
（本サービスの利用） 
第５条 本サービスは、お客さまの口座番号およ

びお客さまがあらかじめ当社に届け出

たパスワード（仮パスワードを含みま

す。）とお客さまが入力した口座番号お

法人オンラインサービス利用規定 

（2022年 11月 14日以降、お申込みのお客さま用） 

 

第１条～第３条(省略) 
 

（本サービスの利用の申込み） 
第４条 (省略) 
２(省略) 
３ 本サービスをお申込みいただいた後、当社が

当該お申込みを承諾した場合、当社から本サ

ービスのご利用にかかるパスワードを、お客

さまあてに当社所定の方法にて交付します

ので、必ずお受取りいただくものとします。 

 

 

 

 

（本サービスの利用） 
第５条 本サービスは、当社があらかじめ通知し

た口座番号およびパスワード（お客さま

が当社に届出たパスワードを含みます。

以下口座番号とあわせて「パスワード

法人オンライントレードサービス利用規定（22 年 11 月 14 日以降申込）新旧対照表 



よびパスワードの一致その他の当社が

定める本人認証方法（以下「本人認証方

法」といいます。）により本人確認が完了

した場合に利用できるものとし、当社

は、本人確認が完了した本サービスの利

用をお客さまご自身のご利用として取

り扱います。 

 
 
 
 
 

  ２ （現行通り） 
３ 本サービスのご利用に際し必要となる機器、

回線および本人認証方法のためのアプリ等

は、お客さまにご用意いただくこととし、こ

れらに係る諸費用はお客さまのご負担とな

ります。 
４～５（現行通り） 
６ お客さまは、あらかじめ本サービスを利用す

るお客さまの会社に所属する役職員等（以下

「利用者」といいます。）を定めて利用するも

のとし、利用者の変更時には、お客さまの責

任のもと、速やかにパスワード等を変更のう

え、本サービスが利用者以外の第三者に不正

利用されることを防止すべく対応するもの

とします。 
 
（第三者による利用の禁止等） 

第６条 (現行通り) 
 
（電子メール送信のご同意） 
第７条  (現行通り) 
（１）～（２）(現行通り) 
（３） 本人認証方法に関する通知その他リス

クの観点から当社が必要と判断した通

知 
（４） (現行通り) 

等」といいます。）とお客さまの入力され

たパスワード等とが一致することで本

サービスを利用するうえでの本人確認

ができたものとし、お客さまご自身のお

取引等としてご利用することができま

す。ただし、オンライントレードについ

ては、当社が追加の本人確認としてある

いはリスク管理の観点から必要と判断

した場合、次条に定めるとおり、追加の

パスワードが必要となる場合がありま

す。 

 

  ２ （省略） 
３ 本サービスのご利用に際し必要となる機器

および回線等は、お客さまにご用意いただく

こととし、これらに係る諸費用はお客さまの

ご負担となります。 
 

４～５ （省略） 

６ お客さまは、あらかじめ本サービスを利用す

るお客さまの会社に所属する役職員等（以下

「利用者」といいます。）を定めて利用するも

のとし、利用者の変更時には、お客さまの責

任のもと、速やかにパスワードを変更のう

え、本サービスが利用者以外の第三者に不正

利用されることを防止すべく対応するもの

とします。 
 

（第三者による利用の禁止等） 

第６条 (省略) 
 

（電子メール送信のご同意） 
第７条 (省略) 
（１）～（２）(省略) 
（３） 第５条第 1項に定めるワンタイムパスワ

ードの通知 
 

（４） (省略) 



 
第８条～第１０条 （現行通り） 
 

（本サービスの解約） 
第１１条 (現行通り) 
（１）～（２）(現行通り) 
（３）  仮パスワード（お客さまからのお申し出

により再発行したものを含みます。）を

記載した書類をお客さまがその受取り

を行われなかった場合。 
 

（４）～（８）(現行通り) 
 
 
（免責事項） 
第１２条（現行通り） 
（１） お客さまがあらかじめ当社に届け出たパ

スワード、仮パスワード（お客さまから

のお申し出により再発行したものを含

みます。）その他の本人認証方法に係る

情報またはお取引等に係る情報  が漏

洩、詐取、盗取その他の事由により第三

者に取得され不正に利用されたことに

より生じた損害等 
 

（２） 本人認証方法により本人確認が完了し

た本サービスの利用により生じた損害

等 
 
 
 

（３） 本人認証方法による本人確認の遅延に起

因してお客さまが適時に本サービスを

ご利用できなかったことにより生じた

損害等  
 
 
（４）～（１２）(現行通り)  

 

第８条～第１０条 （省略） 
 
（本サービスの解約） 

第１１条 （省略） 
（１）～（２）（省略） 
（３）  第４条第 3 項でお客さまに発行し、ま

たはお客さまからのお申し出により再

発行したパスワードを記載した書類を

お客さまがその受取りを行われなかっ

た場合。 
（４）～（８）省略 
 
 
（免責事項） 

第１２条 （省略） 
（１） 第４条第３項に基づきお客さまに発行

した、またはお客さまからのお申し出に

より再発行したパスワードを第三者に

受領され不正に利用されたことにより

生じた損害等 
 
 
 
 

（２） 本サービスのご利用に際し、パスワード

等（ただし、第５条第１項第二文に定め

る場合にあっては、パスワード等および

ワンタイムパスワード）の一致を当社が

確認して行った閲覧により生じた損害

等 
（３） 第５条第１項第二文に定める場合におい

て、当社が送信したワンタイムパスワー

ドの表示をお客さまが直ちに確認でき

なかったことに起因して、お客さまが適

時に本サービスをご利用できなかった

ことにより生じた損害等 
（４）～（１２）（省略） 



 
２ (現行通り) 
（規定の変更） 
第１３条 （現行通り） 
 

以上 
2026年2月 

     

２ （省略） 
（規定の変更） 
第１３条 （省略） 
 

以上 
2022 年 4 月 
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